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「平成 年版土地白書について」

国土交通省土地・建設産業局企画課長（併）政策統括官付 百崎 賢之

 
皆さま、こんにちは。国土交通省土地・建設産

業局の企画課長をしております百崎と申します。

本日は『土地白書について』ということでお時間

をいただきまして誠にありがとうございます。こ

れから順次、平成 年版の土地白書についてご説

明申し上げますので、どうかお聞き取りいただけ

ればありがたいと思っております。よろしくお願

い致します。

まず、土地白書ということですけれども、土地

基本法第 条に基づき、毎年国会に提出している

ものということは毎度おなじみかと思いますけれ

ども、そういうことで本年版の白書を 月 日に

閣議決定させていただいておりますので、その点

につきましてご説明を申し上げるという次第でご

ざいます。

平成 年版土地白書構成

毎年、このところの土地白書は一般的な土地に

関する動向とともにテーマを二つほど設定させて

いただいて、それについて詳しくご説明するとい

うような構成でやらせていただいておりますけれ

ども、今年のテーマは、一つが『人口減少社会に

対応した土地利用』、もう一つが『自然災害の発生

の可能性を踏まえた土地利用』ということで、実

を言いますと、このところどちらかというと、不

動産市場をどういうふうに活性化するとか、割合、

都市的といいますか、不動産というところにある

程度着目した題材を選んできた傾向が土地白書も

あったのですけれども、今回は、若干、地方回帰

といいましょうか、こういうタイトルを選ばして

いただいたということです。

一つ目は、これはもう言うまでもございません

けれども、「地方創生」の動きを受けて、人口減少

社会に対応した土地利用というのがどうあるべき

かということでございます。もう一つは自然災害

の発生、このところ、後でも申し上げますけれど

も、災害の多発化あるいは激甚化というような傾

向が見られるわけでございまして、そういった中

で自然災害の発生の可能性を踏まえて、どのよう

な土地利用を図っていくかと。この二つは相互に

関連する面もございますけれども、そういうこと

で設定をさせていただいているところでございま

す。

土地基本法第 条ということでございますけれ

ども、いまさら申し上げるまでもないかもしれま

せんけれども、平成元年に土地基本法が成立致し

まして、その後、平成 年から今年で 回目の白

書になるわけでございます。それで、この土地基

本法の制定は、いわゆるバブルの最盛期、昭和

年代の初めから平成 年ぐらいと申し上げればよ

ろしいと思いますけれども、その中で資産インフ

レといわれる、株価、地価が高騰したといった中

で三大都市圏の地価の上昇率が急激に伸びて、昭

和 年にその最盛期を迎えたと。昭和 年 月

に緊急土地対策要綱が閣議決定されまして、投機

的な土地取引をどう規制するか、今ではちょっと

考えにくい手法ということになるのかもしれませ

んが、不動産業者や金融機関等に対する指導とい

うことで進められました。

更に、昭和 年 月に、総合土地対策要綱が出

されまして、この中では昭和 年の時点で既に地

価高騰は沈静化に向かっているけれども、しかし、

地価はまだ高水準が継続しているという認識の中

で、今後の地価の適正化をいかに実現するかとい

うことで、土地対策の基本的認識というのが五つ

ほど掲げられまして、それに沿って具体的な対策
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をどう採っていくか。具体的にいえば、「国民の理

解と協力を得ながら土地対策を推進する」、それか

ら、「土地の所有には利用の責務が伴う」、「土地の

利用に当たっては公共の福祉が優先する」、それか

ら、「土地の利用は計画的に行わなければならな

い」、また、「開発利益はその一部を社会に還元し、

社会的公平を確保する」ということ、「土地の利用

と受益に応じて社会的な負担は公平に負われるべ

き」だと。このあたりのところが土地基本法の理

念等として掲げられていると、そういう成り立ち

となっています。

なお、この時点での土地対策というのは、かな

り今とは異なる面もありますが、都市宅地開発を

推進する、土地の有効・高度利用を促進する、そ

れから、住宅供給をいかに推進するか。また、土

地利用計画についていえば、広域性や詳細性をど

う確保するか。また、都市基盤施設整備の促進。

また、地価情報の提供の充実、国公有地の活用と

いったことでありますけれども、そういった土地

対策の流れを受けつつ、平成元年に土地に関する

国民的なコンセンサスを形成するということを目

的として、土地に関する理念を示す法律として、

土地基本法が制定されています。

前置きが長くなってしまいましたけれども、そ

ういう意味での重要な広報手法としてのこの 条

に基づく白書というものがあるわけでありまして、

動向編、施策編ということに区分して毎年出させ

ていただいているわけです。そういう意味で、本

日のような機会をいただくことは非常に私どもと

してもありがたいわけでございます。

別の言い方をしますと、バブルの末期に法律が

できているということで、金融政策の引き締めが

平成元年に行われて、平成 年に株価が暴落する、

また日本全国の数値で見れば、平成 年に地価上

昇率が下落し、また平成 年からは地価そのもの

が対前年割れ。ちなみに都市から地方圏へと遅れ

て波及しておりますので、地方圏では平成 年か

ら対前年比で下落するというようなことですが、

そこからずっと下落の時代が続いてきたというこ

とであります。そういう意味では、下落が続く中

での土地対策、また、最初の 年 年ぐらいを別

とすれば、下落が続く中での土地白書ということ

になってきているわけであります。

第 部第 章 地価・土地取引等の動向①

その辺のところからスタートさせていただくと

いうことで、第 章「地価・土地取引等の動向」

においても大きなトピックとして『地価変動率の

推移』ということがあります。白書本体では昭和

年代からの地価動向の推移についても三大都市

圏、地方圏に分けて示しておりますが、減少率が

縮小している期間はあるものの、平成 年以降は

ゼロを下回っており、平成 年から 年の一般

にミニバブルというような言い方をされる期間に

おいても三大都市圏は住宅地、商業地とも上昇に

転じましたけれども、地方圏は引き続き下落が続

いていたということになるわけでございます。

ここで、実際の白書における土地に関する動向

の中では、まず不動産市場を取りまく我が国経済

の動向ということを述べておりますので、少しそ

の点に触れさせていただきます。平成 年度のト

ピックということで、全般論としては、消費税率

の引き上げがあって、それに伴う駆け込み需要が

平成 年度末に見られ、その反動減があって、年

度当初には個人消費等に弱さが見られましたが、

年度を通じては緩やかな回復基調が見られたとい

うのが平成 年度であったということであります。

具体的に の推移でいえば、実質 は平成

年の 月期および 月期には前期比でマイ

ナスとなったけれども、 月以降はプラスに転じ、

また企業の動向でいえば、企業の設備過剰感が製

造業、非製造業とも、平成 年からは低下傾向に

あります。また、家計の動向ということについて

いえば、家計消費が消費税率引き上げに伴う駆け

込み需要の反動減等から、平成 年の 月期以

降、前年同期比で減少が続いていたということに

なりますけれども、平成 年に入ってから上昇に

転じているというところです。

そういった中で、次の大きなトピックが「地価

の動向」ということになるわけですけれども、資

料にありますように地価公示の数字でみると平成

年度まで対前年比マイナスであったところ、平

成 年度、 年度に、住宅地、商業地とも、三大

都市圏は上昇に転じましたけれども、地方圏につ

いては下落が続いているといった状況になるわけ

でございます。平成 年でいえば、全国平均では

住宅地は下落したけれども、下落率は縮小、商業

地は下落から横ばいに転じました。三大都市圏の

平均ということで見ますと、住宅地、商業地とも
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年度からの上昇を継続して、住宅地の 割弱の

地点、それから、商業地でいえば 割弱の地点で

の上昇が見られました。一方で、地方圏はくり返

しになりますが、下落幅は縮小したとはいえ、依

然として下落傾向が続いております。住宅地も商

業地も 割弱の地点で下落が見られます。

地方の情勢について、具体的な要因としていえ

ば、地域経済の低迷、また何より大きいといわれ

ていますのが人口減少ということです。その中で、

後で災害関連の話を申し上げますけれども、地域

における災害リスクという問題も影響している可

能性があるということも否定できないところであ

ろうと思います。

用途別に見ると、住宅地については緩やかな景

気回復基調が続く中で、株価上昇による資産効果、

あるいは相続対策による共同住宅等への需要とい

うことで下落率の縮小や上昇の継続が見られてい

ます。

一方で商業地については、低金利による資金調

達環境が良好なことと、それから堅調な住宅需要

を受けつつ、商業地をマンション用地として利用

する動きが見られるというようなことが背景にな

っているといわれているところでございます。ま

た、主要都市の中心部などでは、店舗における消

費動向が堅調で、それからオフィスについても、

おおむね空室率の低下傾向が続いているというこ

とで、賃料の改善も一部地域では見られるように

なっているといったあたりが、商業地価の動向の

背景ということになっていようかと思います。

ただ、具体的な地点数でいえば、全国で見ます

と、上昇と下落ということでいえば、 ％が上昇、

％が下落ということになりますが、これは三大

都市圏と地方圏でかなりばらつきが出てきていま

す。三大都市圏は、上昇、下落でいいますと、 ％

対 ％ですが、地方圏は ％に対して ％という

ことになるわけでございます。ただ、この地方圏

についても、平成 年と 年で比較しますと、

だいぶ下落地点が縮小し、上昇地点が増加してお

り、具体的には上昇地点が ％から ％に、下落

地点が ％から ％へと変化しております。ただ、

それでもまだ ％と ％であるという数字が、現

状を表しているのかなというところがございまし

て、地方圏全体として、将来どうなるかというこ

とについてはなかなか楽観できない面があろうか

と思います。

更にいえば、地方圏の中でもやっぱり、札幌、

仙台、広島、福岡ということについていえば、上

昇がみられ、そういう意味では、この地方の中で

最も条件の良いところでようやく、ということで

いえば、全国的な動向は厳しい状況にあるという

ことが言えようかと思います。

次に土地取引の動向ということでございます。

土地取引については、売買による所有権の移転登

記の件数で見ているわけでありますけれども、こ

の土地取引件数は、白書での記述としては、短期

的な変化として、 年ぶりに減少に転じたという言

い方をしております。これは、全国と地方圏では、

長期的にみるとずっと減少傾向をたどっており、

三大都市圏については、ほぼ、横ばいということ

になりますけれども、そういった中で平成 年、

年にかけ、大きく件数が増加に転じたというこ

とが大きなトピックとしてあります。その後、平

成 年度の第 四半期以降、減少に転じてきてい

るということでありますので、今後の動向につい

て、これがどう推移するのかというところが、ポ

イントの一つとなろうかと思われます。

なお、今後の動向ということに関していえば、

企業の現在の土地取引の状況の判断に関する、い

わゆる 、「活発」であるとの回答と「不活発」で

あるとの回答の引き算ということですが、平成

年から 年にかけ東京都、大阪府ではプラスにな

ったわけですけれども、その他の地域では、引き

続きゼロを下回っています。このあたりが今後ど

うなっていくかということも注目点であろうかと

思っております。

次にオフィス市場の動向ということになります

けれども、多くの地域で改善が見られたのが平成

年であったということです。東京都心 区につ

いていえば、空室率の減少傾向が続いており、平

成 年の 月から 月には ％となり、専門

家の方によれば、 ％というのが一つのメルクマー

ルだと伺いますけれども、 ％に近づいて、募集賃

料については 年 月期に上昇に転じ、その後、

上昇が続いているという状況でございます。

なお、大阪では、大規模ビルの新規供給が一段

落したといわれておりますけれども、平均賃料が

横ばいであり、また、名古屋では、空室率は減少
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年度からの上昇を継続して、住宅地の 割弱の
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の上昇が見られました。一方で、地方圏はくり返

しになりますが、下落幅は縮小したとはいえ、依

然として下落傾向が続いております。住宅地も商

業地も 割弱の地点で下落が見られます。

地方の情勢について、具体的な要因としていえ

ば、地域経済の低迷、また何より大きいといわれ

ていますのが人口減少ということです。その中で、

後で災害関連の話を申し上げますけれども、地域

における災害リスクという問題も影響している可

能性があるということも否定できないところであ

ろうと思います。

用途別に見ると、住宅地については緩やかな景

気回復基調が続く中で、株価上昇による資産効果、

あるいは相続対策による共同住宅等への需要とい

うことで下落率の縮小や上昇の継続が見られてい

ます。

一方で商業地については、低金利による資金調

達環境が良好なことと、それから堅調な住宅需要

を受けつつ、商業地をマンション用地として利用

する動きが見られるというようなことが背景にな

っているといわれているところでございます。ま

た、主要都市の中心部などでは、店舗における消

費動向が堅調で、それからオフィスについても、

おおむね空室率の低下傾向が続いているというこ

とで、賃料の改善も一部地域では見られるように

なっているといったあたりが、商業地価の動向の

背景ということになっていようかと思います。

ただ、具体的な地点数でいえば、全国で見ます

と、上昇と下落ということでいえば、 ％が上昇、

％が下落ということになりますが、これは三大

都市圏と地方圏でかなりばらつきが出てきていま

す。三大都市圏は、上昇、下落でいいますと、 ％

対 ％ですが、地方圏は ％に対して ％という

ことになるわけでございます。ただ、この地方圏

についても、平成 年と 年で比較しますと、

だいぶ下落地点が縮小し、上昇地点が増加してお

り、具体的には上昇地点が ％から ％に、下落

地点が ％から ％へと変化しております。ただ、

それでもまだ ％と ％であるという数字が、現

状を表しているのかなというところがございまし

て、地方圏全体として、将来どうなるかというこ

とについてはなかなか楽観できない面があろうか

と思います。

更にいえば、地方圏の中でもやっぱり、札幌、

仙台、広島、福岡ということについていえば、上

昇がみられ、そういう意味では、この地方の中で

最も条件の良いところでようやく、ということで

いえば、全国的な動向は厳しい状況にあるという

ことが言えようかと思います。

次に土地取引の動向ということでございます。

土地取引については、売買による所有権の移転登

記の件数で見ているわけでありますけれども、こ

の土地取引件数は、白書での記述としては、短期

的な変化として、 年ぶりに減少に転じたという言

い方をしております。これは、全国と地方圏では、

長期的にみるとずっと減少傾向をたどっており、

三大都市圏については、ほぼ、横ばいということ

になりますけれども、そういった中で平成 年、

年にかけ、大きく件数が増加に転じたというこ

とが大きなトピックとしてあります。その後、平

成 年度の第 四半期以降、減少に転じてきてい

るということでありますので、今後の動向につい

て、これがどう推移するのかというところが、ポ

イントの一つとなろうかと思われます。

なお、今後の動向ということに関していえば、

企業の現在の土地取引の状況の判断に関する、い

わゆる 、「活発」であるとの回答と「不活発」で

あるとの回答の引き算ということですが、平成

年から 年にかけ東京都、大阪府ではプラスにな

ったわけですけれども、その他の地域では、引き

続きゼロを下回っています。このあたりが今後ど

うなっていくかということも注目点であろうかと

思っております。

次にオフィス市場の動向ということになります

けれども、多くの地域で改善が見られたのが平成

年であったということです。東京都心 区につ

いていえば、空室率の減少傾向が続いており、平

成 年の 月から 月には ％となり、専門

家の方によれば、 ％というのが一つのメルクマー

ルだと伺いますけれども、 ％に近づいて、募集賃

料については 年 月期に上昇に転じ、その後、

上昇が続いているという状況でございます。

なお、大阪では、大規模ビルの新規供給が一段

落したといわれておりますけれども、平均賃料が

横ばいであり、また、名古屋では、空室率は減少

 

しているものの、平均募集賃料はまだ下落状況が

見られるという状況です。それから、札幌では、

空室率の減少とともに賃料が上昇に向かっていま

すけれども、仙台、福岡については空室率は減少

しているが、賃料は下落が続いています。後で震

災被災地関連のデータを紹介しますけれども、仙

台については、震災前の状況では極めて高い空室

率があって、それが減少していったとはいえ、依

然として ％という高い水準にありますので、賃

料の動向という意味では、こういう状況が続いて

いるということであるかと思っております。

それから、次に住宅市場の動向ですが、平成

年の新築住宅着工戸数ということでいいますと、

平成 年にかけてずっと上昇傾向にあったわ

けですけれども、平成 年の 万戸から 年の

万戸ということで、消費税率引き上げの駆け込

み需要の影響が多かった前年と比較して 年は

％減。ただ、前々年との比較でいえば、 ％の

増ということになりますので、この駆け込み需要

の部分を別とすれば、ほぼ順調ということになる

と思います。

そのうち用途別にみると、貸家の比率がこのと

ころ、ずっと上昇傾向にあり、これについては、

相続税の基礎控除の引下げが今年の 月に行われ、

これを見越した相続税対策ということもあって、

貸家の建設需要が増加したと言われています。そ

の他の用途では、平成 年から 年にかけて減

少しています。

第 部第 章 地価・土地取引等の動向②

次に、その他の不動産取引の動向を見ていきま

すと、まず訪日外国人旅行客数の増加等を背景と

して、宿泊施設の取引に活況が見られるというの

が一つの大きなトピックかと思っております。平

成 年に リートによる物件取得が相次いだとい

うことで、既存宿泊施設の売買物件数が 件とな

っており、過去 年間では最大の取引数となって

います。また、宿泊施設の建築着工面積というこ

とでいえば、前年比 ％増というのが平成 年

から 年にかけての状況です。

それから、物流サービス関係も、成長分野とい

われておりまして、物流サービスの高度化・多様

化、電子商取引の拡大が、大規模物流施設の需要

の高まりの要因になっているといわれています。

東京ベイエリアなど首都圏の つのエリアの物流

施設の賃料は、横ばいから上昇傾向、そして空室

率はおおむね ％を切っており、中でも外環道のエ

リアでは、ほとんどゼロという空室率になってい

ます。

それから白書では、高齢化を背景とした医療・

福祉施設の増加を取り上げていますが、例えばサ

ービス付き高齢者向け住宅、いわゆる、サ高住の

登録状況については、登録制度創設以降の推移を

たどると、施設数の増加が一貫して続いており、

サ高住以外にも、高齢者グループホームや、有料

老人ホームの施設数などの急増がみられる現状に

あるということができます。

次に、不動産投資市場の動向ということで、こ

こでは リートの推移を図示しています。 リート

の上場銘柄数は、平成 年度に つの投資法人が

新たに東京証券取引所に上場し、平成 年 月末

で見ますと、 銘柄。なお、先頃一つ増えていま

すので、平成 年度に入り、現時点では 銘柄

です。この 銘柄というのは、過去最多の銘柄数

であり、時価総額では、平成 年 月末に約

兆円に達しました。これは市場創設以来の過去最

高を更新したという状況です。

不動産証券化ということでは、 リートに限定せ

ず、不動産証券化の対象として取得された不動産

又はその信託受益権の資産額が 兆円となって

おりまして、これは対前年同期比で ％の増と

なっています。そのうちで、リートが約 兆円、

それから合同会社－匿名組合方式等が 兆円とい

うのが大きく、その他と合わせ、合計 兆円と

なります。

それから、 リートによる資産取得額が平成

年度で 兆円ということであり、平成 年度が

過去最高の 兆円ですので、それよりは下回っ

ておりますけれども、高水準にあります。また売

買額の合計ということで見ますと、平成 年度が

兆円に対して、平成 年度が 兆円とい

った状況です。

また対象として取得された不動産を不動産証券

化の取得用途別にみると、オフィス関係の ％と

いうのが第 位で、住宅が ％、商業施設が ％、

倉庫が ％、旅館・ホテルが ％、またヘルスケ

アが ％と、非常に取得用途の多様化が進んでいる

というのが大きな特徴と見られます。
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それから リートについては、日銀による買い

入れの拡大が図られ、大きく下支えされていると

言われていますが、東証リート指数の状況は、平

成 年 月 日に という数値を記録し

ています。おおむね日経平均株価と同様な動きと

なっていますが、このところ、若干、調整局面と

いうようなことがいわれております。

それから白書では、地方圏における不動産投資

の状況ということで、地方圏の リートについて

も言及しています。三大都市圏の物件取得件数は

件と、前年から見ると減少になった一方で、地

方圏は 年連続で物件取得数と全国の物件取得数

に占める割合が増加しているということになりま

すが、ただ、そもそもの不動産取引量や専門家の

数の問題等により、なかなか簡単に地方圏のリー

トが伸びていくと楽観できるものでもないとも言

われておりますけども、そうした数字もあるとい

うことであります。

次に、白書の中の項立てでは、「土地利用の動向」

となりますが、平成 年度における我が国の国土

面積約 万ヘクタールの中での割合は、森林の

約 万ヘクタールというのが最も多くなります

けれども、それに次ぐ農地が前年より減少し

万ヘクタールになっているというようなことを掲

げています。

それから、「家計と企業の土地に関する状況と意

識」ということを取り上げておりますが、「土地は

預貯金や株式などに比べて有利な資産か 」という

質問に対し、「そう思う」と回答した人の割合が、

平成 年度や 年度には 割以上ありましたけれ

ども、その割合が年々低下しています。平成 年

度以降は ％台で推移しておりまして、平成 年

度になりますと、調査開始以来最低の数字という

ことになりますが、 ％といった数字が出てい

ます。

もう一つ、土地に関する状況と意識ということ

では、低・未利用地に関する状況と意識というこ

とを取り上げているところでございます。空き家

率は ％、空き家の戸数が 万戸となってお

り、よく取り上げられる数字でありますが、戸数・

割合とも調査開始以来最大となっているというこ

とで、施策の面では、講じた施策、講じようとす

る施策の中に盛り込んでいるのですが、本年の

月に空家特措法（空家等対策の推進に関する特別

措置法）が全面施行され、市町村の空き家等対策

への支援についてこの法律に基づいてしっかりと

取り組んでいくという状況です。

国交省で行っている意識調査では、土地に対す

る意識ということでは、身近に感じる土地問題と

いうことで、『空き家・空き地や閉鎖された店舗な

どが目立つ』というのが年々 位でありまして、か

つ、どんどん数字として大きくなっております。

ついに、この回答が 割を超えたというのが平成

年の状況であります。低・未利用地の増加が国

民にとって大きな問題として認識されているとい

うことでありますし、それに対する施策の強化と

いうことも、私どもとしても強く意識していると

いうのが現状でございます。

それから、東日本大震災後の不動産等をめぐる

状況を「地価・土地取引等の動向」の最後に取り

上げています。まず、被災地における地価の動向

ということについて触れておりまして、平成 年

の地価公示における被災 県、岩手県、宮城県、

福島県の地価動向を県別に見ますと、岩手県につ

いては下落地点が減少し、横ばいの地点が増加し

ました。住宅地の平均変動率は、平成 年の地価

公示ではマイナス ％というところだったわけ

ですけれども、平成 年はマイナス ％となり

ました。商業地はマイナス ％がマイナス ％

になっており、住宅地、商業地とも下落率が縮小

したという状況でございます。

一方で宮城県につきましては、上昇地点の割合

が増加して、住宅地が 割弱、商業地が 割強と

いうことであり、平均変動率でいえば、住宅地が

上昇幅としては縮小して、平成 年から、 ％

から ％となっており、それから商業地のほうは

％から ％に上昇幅が拡大していますが、と

もに変動率としては上昇となっています。

また福島県については、上昇地点の割合が増加

しているということが特徴であり、住宅地では

割強、それから商業地では 割強ということにな

ります。平均変動率で見れば、住宅地では平成

年から 年にかけて上昇に転じたわけですけれど

も、 年から 年で ％から ％に上昇が拡

大しました。一方、商業地も平成 年から 年

にかけて下落から上昇に転じておりまして、 年

の前年マイナス ％からプラス ％になったと、
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それから リートについては、日銀による買い

入れの拡大が図られ、大きく下支えされていると

言われていますが、東証リート指数の状況は、平

成 年 月 日に という数値を記録し

ています。おおむね日経平均株価と同様な動きと

なっていますが、このところ、若干、調整局面と

いうようなことがいわれております。

それから白書では、地方圏における不動産投資

の状況ということで、地方圏の リートについて

も言及しています。三大都市圏の物件取得件数は

件と、前年から見ると減少になった一方で、地

方圏は 年連続で物件取得数と全国の物件取得数

に占める割合が増加しているということになりま

すが、ただ、そもそもの不動産取引量や専門家の

数の問題等により、なかなか簡単に地方圏のリー

トが伸びていくと楽観できるものでもないとも言

われておりますけども、そうした数字もあるとい

うことであります。

次に、白書の中の項立てでは、「土地利用の動向」

となりますが、平成 年度における我が国の国土

面積約 万ヘクタールの中での割合は、森林の

約 万ヘクタールというのが最も多くなります

けれども、それに次ぐ農地が前年より減少し

万ヘクタールになっているというようなことを掲

げています。

それから、「家計と企業の土地に関する状況と意

識」ということを取り上げておりますが、「土地は

預貯金や株式などに比べて有利な資産か 」という

質問に対し、「そう思う」と回答した人の割合が、

平成 年度や 年度には 割以上ありましたけれ

ども、その割合が年々低下しています。平成 年

度以降は ％台で推移しておりまして、平成 年

度になりますと、調査開始以来最低の数字という

ことになりますが、 ％といった数字が出てい

ます。

もう一つ、土地に関する状況と意識ということ

では、低・未利用地に関する状況と意識というこ

とを取り上げているところでございます。空き家

率は ％、空き家の戸数が 万戸となってお

り、よく取り上げられる数字でありますが、戸数・

割合とも調査開始以来最大となっているというこ

とで、施策の面では、講じた施策、講じようとす

る施策の中に盛り込んでいるのですが、本年の

月に空家特措法（空家等対策の推進に関する特別

措置法）が全面施行され、市町村の空き家等対策

への支援についてこの法律に基づいてしっかりと

取り組んでいくという状況です。

国交省で行っている意識調査では、土地に対す

る意識ということでは、身近に感じる土地問題と

いうことで、『空き家・空き地や閉鎖された店舗な

どが目立つ』というのが年々 位でありまして、か

つ、どんどん数字として大きくなっております。

ついに、この回答が 割を超えたというのが平成

年の状況であります。低・未利用地の増加が国

民にとって大きな問題として認識されているとい

うことでありますし、それに対する施策の強化と

いうことも、私どもとしても強く意識していると

いうのが現状でございます。

それから、東日本大震災後の不動産等をめぐる

状況を「地価・土地取引等の動向」の最後に取り

上げています。まず、被災地における地価の動向

ということについて触れておりまして、平成 年

の地価公示における被災 県、岩手県、宮城県、

福島県の地価動向を県別に見ますと、岩手県につ

いては下落地点が減少し、横ばいの地点が増加し

ました。住宅地の平均変動率は、平成 年の地価

公示ではマイナス ％というところだったわけ

ですけれども、平成 年はマイナス ％となり

ました。商業地はマイナス ％がマイナス ％

になっており、住宅地、商業地とも下落率が縮小

したという状況でございます。

一方で宮城県につきましては、上昇地点の割合

が増加して、住宅地が 割弱、商業地が 割強と

いうことであり、平均変動率でいえば、住宅地が

上昇幅としては縮小して、平成 年から、 ％

から ％となっており、それから商業地のほうは

％から ％に上昇幅が拡大していますが、と

もに変動率としては上昇となっています。

また福島県については、上昇地点の割合が増加

しているということが特徴であり、住宅地では

割強、それから商業地では 割強ということにな

ります。平均変動率で見れば、住宅地では平成

年から 年にかけて上昇に転じたわけですけれど

も、 年から 年で ％から ％に上昇が拡

大しました。一方、商業地も平成 年から 年

にかけて下落から上昇に転じておりまして、 年

の前年マイナス ％からプラス ％になったと、

 

そういった状況です。

岩手県、宮城県では浸水を免れた既存住宅地区

や高台地区において引き続き、被災住民の移転需

要が根強いが、一方で郊外の新たな小規模分譲地

や災害公営住宅の供給が増加し、また土地区画整

理事業が進捗しているといったことから、上昇率

は多くの市町村において、昨年に比べて低下して

いるということが特徴です。

一方で、福島県は帰還困難区域等の住民の区域

外への移転需要が引き続き、非常に強く、移転先

となる周辺地域の住宅地等を中心に上昇地点が増

加しています。また、上昇率が昨年より大きくな

っている市町や下落から上昇に転じた町もみられ

ました。全国的にも、上昇率の 位を、全部いわ

き市が占めているというのが取り上げられました

けれども、帰還困難区域等からの住民の移転需要

から、同市の全ての地域で上昇となっているとい

うのが現状でございます。

また、被災地における土地取引の動向というこ

とで申しますと、平成 年 月の震災直後には件

数の減少が見られましたけれども、復興の進捗等

に伴い、平成 年に入った頃から 県いずれも、

震災前に比べて大幅な件数の増加が見られている

という状況です。その中でも、復興の進捗状況と

いうことと絡んでくるのではないかと思っており

ますけれども、月別にみると、宮城県は、まず、

平成 年 月にピークがあり、それから岩手県は

ピークが平成 年 月に来ており、福島県は平成

年 月が最高値であるということで、土地取引

の動向はこのように推移しているところです。

それから、同じく 県におけるオフィス市場と

住宅市場について見ますと、まず被災地のオフィ

ス需要ということでは、仙台市では平成 年から

年までの間に、新規オフィスビルが大量に供給

されたということで、一時、震災直前には空室率

が ％前後という高い水準にあったということで

すけれども、震災後は復興関連企業のオフィス需

要等を背景として低下傾向が続いているというこ

とで、平成 年 月から 月には ％となりまし

た。また震災前、低下傾向にあった賃料について

も、横ばいとなっているということであります。

一方で、事務所とか店舗等の非居住用の建築着

工でも、震災後は増加傾向でしたが、岩手県およ

び宮城県については平成 年になってからは前年

より 、 割減というところに落ち着いています。

一方で福島県については、引き続き増加傾向があ

るといった状況でございます。

それから、新設住宅着工戸数については、三県

とも平成 年の後半頃から増加しましたが、宮城

県は平成 年に至っても増加、高水準にあります。

第 部第 章 人口減少社会に対応した土地利用①

続きまして、『人口減少社会に対応した土地利用』

です。先ほど申しましたテーマ章の一つ目となり

ますが、ご説明を申し上げます。

日本の将来人口については 年から 年

にかけて ％減が見込まれています。また世帯数

についても、 年を境に減少に転じるという推

計になります。白書の中に全国の キロメートル

四方単位の人口動態を点で示していますが、一部

の大都市の中心を除きますと、全国の多くの地点

で 年にまでに 年比で人口が半分以下に

なる見込みということで、西日本を中心にほとん

どが青く塗られている図がご覧いただけます。

市区町村別の人口推移でいえば、 年時点で

の人口規模が小さい市区町村ほど、 年までの

人口減少率が高くなるということが予想されます。

また、これは後で申します『小さな拠点』に大き

く関連してくる話でありますけれども、山間農業

地域ということで見ますと、 年から 年に

おける人口動態が 年までずっと続くと仮定す

れば、 年には 年比で人口が ％減少し

ます。まさに、このあたりについて、一体どのよ

うに人口減を食い止めるかということが、地方創

生の非常に大きな数字上の契機ということが言え

るかと思います。

こういった中で、特に地方都市の現状と取り組

みということですが、地方都市においてはこれま

で、人口減少の受け皿として郊外の開発が進んだ

ということで、市街地が急速に拡大しており、三

大都市圏と政令指定都市を除いた全国の県庁所在

地における 都市当たりの平均人口の推移と

面積の推移ということでいえば、人口の増加率が

約 割程度であったのに対して、 面積がほぼ倍

増しています。これらの都市で 年には再び、

昭和 年並みの水準まで人口が減少すると見込ま

れますので、市街地面積が現状のまま変わらなけ

れば、非常に低密度な市街地が形成される可能性

があるというのが現状になっております。

それで、市街地が低密度化した場合に一体何が
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起こるかということになるわけですけれども、一

定の人口密度により支えられてきた医療、商業、

福祉をはじめとする生活サービス等の維持や公共

交通の維持が、まず困難となると予想されます。

公共交通の維持が困難ということの関連でいえば、

日常生活を過ごす上での移動に非常な困難が生ず

るということです。

特に人口密度の低い都市ほど自動車の利用に依

存する割合が高いということで、かつ、その依存

する割合というのが経年的にずっと上昇してきて

いるということです。一方で、一般的に男性では

歳頃、女性では 歳頃以上になると、自動車に

よる自力での移動ということが減少してくる、つ

まりは困難になってくるというような状況が見ら

れます。もちろん、年代別の運転の可能性という

ことでいえば、年々元気なお年寄りが増えている

ということではあると思いますけれども、大きく

言って、移動への支障は、すなわち、それが生活

の困難に直結してしまうということが大きな懸念

であろうかと思います。

そういったことを踏まえて、都市機能や居住の

集約をどうやって誘導するかということで、住宅、

医療、福祉施設あるいは商業施設等がまとまって

立地し、そのことによって、住民が民間や行政の

提供するサービスに容易にアクセスすることがで

きるような都市をつくるということ、それがコン

パクトシティと呼ばれているわけでございまして、

そのための取り組みがいろいろと目指されていま

す。数字で言いますと、平成 年 月時点で、全

国 都市のうちの ％がコンパクトシティ等を

都市計画のマスタープランに位置付けている、あ

るいは今後、位置付ける予定となっています。

今の生活サービス、公共交通の維持が困難とな

るということの一つの表れとしまして、公共施設

等のインフラの維持管理のための費用が過大とな

るという想定があります。そのあたり、国民の意

識調査で見ても、今後我が国の人口減少が見込ま

れる中で、生活サービス持続性を向上して、公共

サービスの効率化、あるいは自動車利用の抑制な

どを図るといった考え方に基づいて、中長期的な

土地利用の集約化を図る点について、「集約すべ

き」、「地域住民の合意があれば集約すべき」とい

った意識が非常に高い。もっとも、具体的にどう

いう場合に土地の利用の集約化や生活サービスの

持続性について地域住民の合意があったと判断で

きるかという問題がありますので、一概にこれを

もって、コンパクト化すればいいじゃないかとい

うふうには、もちろんならないのだと思いますけ

れども、そういった国民の意識の変化というのが、

見て取れるということかと思っております。

具体的に国の施策ということで一つ申しますと、

都市再生特別措置法の改正が昨年の通常国会で通

りまして、昨年の 月に施行されています。その

中で、先ほど少し申しましたけれども、立地適正

化計画を市町村が作成するということが大きな取

り組みの眼目ということになります。その中で、

都市機能誘導区域、居住誘導区域等を定めること

とされています。

そこで具体例として、富山の話に移りますけれ

ども、先ほどのコンパクトシティの意義というこ

との関連でいえば、この富山市における地価の動

向ということでは、富山市の居住推進地区の地価

は、上昇とはなっておりませんけれども、市内の

居住推進地区外や、全国の地方部の平均と比較す

ると、相対的に地価の下落率が小さいといった状

況でございます。

富山市は、全般的にいえば、富山平野の平たん

な地形の中で可住地面積が非常に広いということ

でありますし、また持ち家志向が高く、道路整備

率も高いということで、まちの成り立ちとしても、

多くの拠点が点在しているという形です。従来、

コンパクトシティは、中心市街地に一極集中する

のだというふうにとらえられていた時代があった

かと思いますけれども、そういう一極集中という

ような取り扱いは非常に難しいというのが富山の

特徴かと思っております。その中で市街地が外延

化し、また低密度化が進むというのは、ある意味

では、地方都市の典型的な事例であり、典型的な

車社会になっていく要素を秘めているのがこの富

山市ということになるかと思います。中心市街地

の空洞化による都市全体の活力の低下、また自動

車交通への高い依存によって公共交通の衰退が課

題となるといった中で、『お団子と串』というもの

を白書の中で書いておりますけれども、「お団子」

というのが徒歩生活圏、これに対して「串」とい

うのが公共交通ということで、このお団子と串に

よるコンパクトシティというのが富山市の平成

年度に策定されたマスタープランにおいて打ち出
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起こるかということになるわけですけれども、一

定の人口密度により支えられてきた医療、商業、

福祉をはじめとする生活サービス等の維持や公共

交通の維持が、まず困難となると予想されます。

公共交通の維持が困難ということの関連でいえば、

日常生活を過ごす上での移動に非常な困難が生ず

るということです。

特に人口密度の低い都市ほど自動車の利用に依

存する割合が高いということで、かつ、その依存

する割合というのが経年的にずっと上昇してきて

いるということです。一方で、一般的に男性では

歳頃、女性では 歳頃以上になると、自動車に

よる自力での移動ということが減少してくる、つ

まりは困難になってくるというような状況が見ら

れます。もちろん、年代別の運転の可能性という

ことでいえば、年々元気なお年寄りが増えている

ということではあると思いますけれども、大きく

言って、移動への支障は、すなわち、それが生活

の困難に直結してしまうということが大きな懸念

であろうかと思います。

そういったことを踏まえて、都市機能や居住の

集約をどうやって誘導するかということで、住宅、

医療、福祉施設あるいは商業施設等がまとまって

立地し、そのことによって、住民が民間や行政の

提供するサービスに容易にアクセスすることがで

きるような都市をつくるということ、それがコン

パクトシティと呼ばれているわけでございまして、

そのための取り組みがいろいろと目指されていま

す。数字で言いますと、平成 年 月時点で、全

国 都市のうちの ％がコンパクトシティ等を

都市計画のマスタープランに位置付けている、あ

るいは今後、位置付ける予定となっています。

今の生活サービス、公共交通の維持が困難とな

るということの一つの表れとしまして、公共施設

等のインフラの維持管理のための費用が過大とな

るという想定があります。そのあたり、国民の意

識調査で見ても、今後我が国の人口減少が見込ま

れる中で、生活サービス持続性を向上して、公共

サービスの効率化、あるいは自動車利用の抑制な

どを図るといった考え方に基づいて、中長期的な

土地利用の集約化を図る点について、「集約すべ

き」、「地域住民の合意があれば集約すべき」とい

った意識が非常に高い。もっとも、具体的にどう

いう場合に土地の利用の集約化や生活サービスの

持続性について地域住民の合意があったと判断で

きるかという問題がありますので、一概にこれを

もって、コンパクト化すればいいじゃないかとい

うふうには、もちろんならないのだと思いますけ

れども、そういった国民の意識の変化というのが、

見て取れるということかと思っております。

具体的に国の施策ということで一つ申しますと、

都市再生特別措置法の改正が昨年の通常国会で通

りまして、昨年の 月に施行されています。その

中で、先ほど少し申しましたけれども、立地適正

化計画を市町村が作成するということが大きな取

り組みの眼目ということになります。その中で、

都市機能誘導区域、居住誘導区域等を定めること

とされています。

そこで具体例として、富山の話に移りますけれ

ども、先ほどのコンパクトシティの意義というこ

との関連でいえば、この富山市における地価の動

向ということでは、富山市の居住推進地区の地価

は、上昇とはなっておりませんけれども、市内の

居住推進地区外や、全国の地方部の平均と比較す

ると、相対的に地価の下落率が小さいといった状

況でございます。

富山市は、全般的にいえば、富山平野の平たん

な地形の中で可住地面積が非常に広いということ

でありますし、また持ち家志向が高く、道路整備

率も高いということで、まちの成り立ちとしても、

多くの拠点が点在しているという形です。従来、

コンパクトシティは、中心市街地に一極集中する

のだというふうにとらえられていた時代があった

かと思いますけれども、そういう一極集中という

ような取り扱いは非常に難しいというのが富山の

特徴かと思っております。その中で市街地が外延

化し、また低密度化が進むというのは、ある意味

では、地方都市の典型的な事例であり、典型的な

車社会になっていく要素を秘めているのがこの富

山市ということになるかと思います。中心市街地

の空洞化による都市全体の活力の低下、また自動

車交通への高い依存によって公共交通の衰退が課

題となるといった中で、『お団子と串』というもの

を白書の中で書いておりますけれども、「お団子」

というのが徒歩生活圏、これに対して「串」とい

うのが公共交通ということで、このお団子と串に

よるコンパクトシティというのが富山市の平成

年度に策定されたマスタープランにおいて打ち出

 

されたテーマということになります。そういう意

味では、自動車が自力で使えない市民も日常生活

に必要な機能を享受できる生活環境ということで

あります。

その中で、非常に名高いのが ネットワーク、

すなわち の富山港線を駅の数を増やしつつ、路

面電車化し、また市内電車を延伸、環状線化する

というような、公共交通の整備と一体となった都

市機能の集約化というのを目指して進められてい

ます。

具体的には、『まちなか居住推進地域』が中心市

街地を含む地域に設定され、また、公共交通軸の

鉄軌道駅から メートル、バス停から メー

トルの区域を中心とする『公共交通沿線居住推進

地区』が設定され、両地区への住宅建設や居住を

誘導するために、事業者向け、あるいは市民向け

の助成を実施しているということで、両地区の居

住人口の目標割合を平成 年には ％にするとし

ています。平成 年の実績が ％ですので、 ％

とはいえ、かなり大胆な目標ということになるか

と思います。そういった目標を設定する中で、『ま

ちなか居住推進地区』は、平成 年以降、転入超

過となっており、また『公共交通沿線居住推進地

区』では転出超過に歯止めがかかって、平成 年

には転入増加に転じたということです。また『ま

ちなか居住推進地区』では、歩行者数の増加や空

き店舗数の減少、また小学校児童数の増加などが

見られているということでありまして、先ほど申

しましたように、地価の下落も緩やかになってい

るといったことであります。

そういうことで、この持続可能なコンパクトシ

ティの実現のために、都市政策や交通政策のみな

らず、福祉政策も、農業政策も、環境政策も、教

育・文化政策も、産業政策も、そういうものが連

動して総合的に推進されることが非常に重要な課

題になるということかと思います。具体的には、

中心市街地の公有地を活用したいろいろな施設整

備や計画、公共交通機関については高齢者対象の

料金割引制度を設ける、それから農業ということ

でいえば、近郊の農産物の直売を行う、それから

文化・教育という意味では、地産地消交流学習の

開催をする、そういうようなことで、農業の人材

育成等を含めまして、都市部と周辺の農村部を合

わせた各種施策の連携、地域全体での持続可能な

土地利用が期待されているというのが富山の状況

ということであります。

次に、北海道夕張市です。言うまでもありませ

んけれども、夕張は、平成 年に最後の炭鉱が閉

山になってからは極めて財政状況が悪化し、平成

年に財政再建団体、平成 年に財政再生団体と

なりました。炭鉱の町としてかつては栄えて、炭

鉱施設や炭鉱住宅に絡んで市街地が広く形成され

ていた当時は、人口が 万人を数えたのですが、

ついに平成 年には 万人を下回っています。ま

た今の予測では平成 年には 人を切る見込

みといったことであります。

ただ、この 万と 万の落差ということでは、

現在でも炭鉱の鉱口の周りに集落が点在していま

すし、かつての人口規模を前提として公共施設が

配置されているということでありますので、人々

の生活の維持や施設の維持管理に関する費用負担

というのが懸念事項です。要はインフラの維持管

理経費を捻出できるのかというのが極めて深刻な

課題になってきたわけであります。この夕張につ

いては、もともとの炭鉱の町の集落が点在してい

る中で、一つ大きな特徴としては、市営住宅が存

在し、この市営住宅の居住者の比率が非常に高か

ったということがございます。そういった中で、

この散在した集落の中の個々の団地について、ま

ず居住をどうやって集約していくかということで

す。誘導を行いやすいという面でも、まず団地内

での居住集約、それから中心地区における市営住

宅については、その住宅そのものを再編して、二

つの新たな団地を整備しています。

次に、その後の流れとしては、『概ね 年後を

見据え』ということになりますけれども、長期的

にこの南北の軸への市街地の集約化を目指すとい

うことを図っておりまして、それに向けてのまず

は、現時点では当面は地区ごとの市街地のコンパ

クト化を図っているということであります。その

マスタープランの策定に当たっては、一般市民を

委員に加えた策定検討会、あるいは各地区での地

区懇談会を実施しているということが非常に大き

な特徴であります。

次に、「コンパクトシティを推進するための」と

いうことで、公共不動産の有効活用について取り

上げてございます。国または地方公共団体が所有

している不動産、一般に といわれるものです
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けれども、約 兆円と我が国の不動産の約 分

の を占めております。そのうち地方公共団体が

所有する公的不動産が約 兆円ということで、

このコンパクトシティ等のまちづくりを推進する

に当たっては、この公的不動産の再編の動きとど

う連携するか、具体的に、図書館等の集客力のあ

る公共施設をどう配置するかというのが話題にな

ることがございますけれども、そういったことで

戦略的な都市機能や居住の誘導を図ることが望ま

れています。この点、国交省におきましても、『ま

ちづくりのための の有効活用のガイドライン』

というものを昨年の 月に公表させていただいた

ところでございます。

長岡市の事例ですけれども、長岡市は、新潟県

の中央部に位置する人口約 万人の地方中核都市

ということで、交通の要衝として発達してきまし

た。かつては非常に多くの大規模小売店舗が立地

するなどの商業業務の機能の集積が見られたわけ

でありますけれども、平成 年から 年間で、な

んと 軒中 軒が閉店してしまったということが

ございまして、商業地としてのにぎわいが急速に

失われてしまいました。一方で中心部においては

建築物が非常に老朽化し、また複数の大規模空き

店舗が発生して、低未利用な状況が生まれるとい

うことで、その更新の必要に迫られていたという

ことがございました。また人口減少も進んできて

いるということで、歩行者の通行量、中心市街地

の従業員数、それから中心市街地の居住人口とい

ずれをとっても、町中の空洞化が非常に深刻とい

うことでございます。

市としては、中心市街地を総合的に再生すると

いうことで、長岡駅から約 キロ離れて、かつ老

朽化していた市役所を、そもそも長岡駅というの

が歴史的にいえば長岡城の跡地になるのですけれ

ども、駅のそばの都市計画公園の所に移転しまし

た。なおかつ、一箇所に移転するのではなくて、

あえて本庁舎に隣接する複数街区を再開発する形

で、分庁舎をいくつか配置するという、市役所機

能のまちなか移転とその分散配置をやられており

ます。その中で、まちなか型の公共サービス、福

祉や子育て支援、あるいは生涯学習というような

機能と、この市の庁舎を一体化するという形で、

まち全体の活性化を図っていくということをやら

れております。要は、この商業の中心だった所の

衰退を公的なてこ入れで埋めつつ、市民活動の町

としての町の中心をつくり直すということであり

ます。

それと併せて、平成の大合併がございまして、

周辺 市町村との合併というのをやっております

ので、新たな合併市の生活を支える支柱でもあり

ますし、また精神的な新生長岡市の統合の核とし

ても、要は、暮らしと心の両方の中での一体性の

核として市役所が機能するようになっているとい

うところが非常に大きな特徴かと考えております。

まさに中心市街地に対する市民のイメージの向上

というのがここで図られ、かつ、いろんなイベン

トも打たれているようでありますけれども、そう

いうことで市民が利用するエリアへと再生を図っ

たということでありまして、市のイメージも良く

なった、中心街に出掛けるようなった、また、町

がにぎやかになったなど、いろいろな効果をもた

らしているということが報告されているところで

あります。

第 部第 章 人口減少社会に対応した土地利用②

今度は農山村地域の現状と課題ということであ

ります。人口減少により、農山村地域等の集落に

おいて、商店や診療所といった地域活動を行う場

が徐々に失われてきたということであります。ア

ンケートによりますと、 ％の過疎関係市町村に

おいて、空き家の増加あるいは商店の閉鎖、公共

交通利便性低下などの住民生活の支障が集落対策

の課題として掲げられているということでありま

す。まさに集落で生活サービス機能やコミュニテ

ィ機能を提供する場が減少し、また、それが点在

化してしまうということで、高齢者をはじめとす

る地域住民によるアクセスが困難となる可能性と

いうことが指摘されているところでございます。

そういったことへの対応ということで、後に『小

さな拠点』という話を申し上げますけれども、そ

れと一線を画す、似た面もあるのですけれども、

取り組みということで、コンパクトシティになぞ

らえていえばコンパクトタウン、『歩いて暮らせる

まちづくりに向けた』対応というのが北海道の沼

田町の事例であります。

沼田町は、全体としては夕張と構成は似たとこ

ろがあります。山林の割合が大きいということで

ありますが、一方でもともと町の核となるべき単

一の場所が存在し、また、夕張と比べると、まと

まった平地が町南部に確保されているということ
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けれども、約 兆円と我が国の不動産の約 分

の を占めております。そのうち地方公共団体が

所有する公的不動産が約 兆円ということで、

このコンパクトシティ等のまちづくりを推進する

に当たっては、この公的不動産の再編の動きとど

う連携するか、具体的に、図書館等の集客力のあ

る公共施設をどう配置するかというのが話題にな

ることがございますけれども、そういったことで

戦略的な都市機能や居住の誘導を図ることが望ま

れています。この点、国交省におきましても、『ま

ちづくりのための の有効活用のガイドライン』

というものを昨年の 月に公表させていただいた

ところでございます。

長岡市の事例ですけれども、長岡市は、新潟県

の中央部に位置する人口約 万人の地方中核都市

ということで、交通の要衝として発達してきまし

た。かつては非常に多くの大規模小売店舗が立地

するなどの商業業務の機能の集積が見られたわけ

でありますけれども、平成 年から 年間で、な

んと 軒中 軒が閉店してしまったということが

ございまして、商業地としてのにぎわいが急速に

失われてしまいました。一方で中心部においては

建築物が非常に老朽化し、また複数の大規模空き

店舗が発生して、低未利用な状況が生まれるとい

うことで、その更新の必要に迫られていたという

ことがございました。また人口減少も進んできて

いるということで、歩行者の通行量、中心市街地

の従業員数、それから中心市街地の居住人口とい

ずれをとっても、町中の空洞化が非常に深刻とい

うことでございます。

市としては、中心市街地を総合的に再生すると

いうことで、長岡駅から約 キロ離れて、かつ老

朽化していた市役所を、そもそも長岡駅というの

が歴史的にいえば長岡城の跡地になるのですけれ

ども、駅のそばの都市計画公園の所に移転しまし

た。なおかつ、一箇所に移転するのではなくて、

あえて本庁舎に隣接する複数街区を再開発する形

で、分庁舎をいくつか配置するという、市役所機

能のまちなか移転とその分散配置をやられており

ます。その中で、まちなか型の公共サービス、福

祉や子育て支援、あるいは生涯学習というような

機能と、この市の庁舎を一体化するという形で、

まち全体の活性化を図っていくということをやら

れております。要は、この商業の中心だった所の

衰退を公的なてこ入れで埋めつつ、市民活動の町

としての町の中心をつくり直すということであり

ます。

それと併せて、平成の大合併がございまして、

周辺 市町村との合併というのをやっております

ので、新たな合併市の生活を支える支柱でもあり

ますし、また精神的な新生長岡市の統合の核とし

ても、要は、暮らしと心の両方の中での一体性の

核として市役所が機能するようになっているとい

うところが非常に大きな特徴かと考えております。

まさに中心市街地に対する市民のイメージの向上

というのがここで図られ、かつ、いろんなイベン

トも打たれているようでありますけれども、そう

いうことで市民が利用するエリアへと再生を図っ

たということでありまして、市のイメージも良く

なった、中心街に出掛けるようなった、また、町

がにぎやかになったなど、いろいろな効果をもた

らしているということが報告されているところで

あります。

第 部第 章 人口減少社会に対応した土地利用②

今度は農山村地域の現状と課題ということであ

ります。人口減少により、農山村地域等の集落に

おいて、商店や診療所といった地域活動を行う場

が徐々に失われてきたということであります。ア

ンケートによりますと、 ％の過疎関係市町村に

おいて、空き家の増加あるいは商店の閉鎖、公共

交通利便性低下などの住民生活の支障が集落対策

の課題として掲げられているということでありま

す。まさに集落で生活サービス機能やコミュニテ

ィ機能を提供する場が減少し、また、それが点在

化してしまうということで、高齢者をはじめとす

る地域住民によるアクセスが困難となる可能性と

いうことが指摘されているところでございます。

そういったことへの対応ということで、後に『小

さな拠点』という話を申し上げますけれども、そ

れと一線を画す、似た面もあるのですけれども、

取り組みということで、コンパクトシティになぞ

らえていえばコンパクトタウン、『歩いて暮らせる

まちづくりに向けた』対応というのが北海道の沼

田町の事例であります。

沼田町は、全体としては夕張と構成は似たとこ

ろがあります。山林の割合が大きいということで

ありますが、一方でもともと町の核となるべき単

一の場所が存在し、また、夕張と比べると、まと

まった平地が町南部に確保されているということ

 

もあるのだと思います。沼田の場合には、産業的

な特徴からいえば、農業をバックボーンとする町

ということでありまして、主な産物として米や加

工用のトマトが中心ということであります。ただ

人口減少、高齢化が非常に進んでいるということ

は夕張と同様の側面がございます。

沼田の場合、農業の面では、耕作放棄地が皆無

であるとのことで、農業の担い手も育っており、

耕地の付近に空き家が生まれた場合には、それを

除却することによって、むしろ耕地を広げる機運

が強くあるのが大きなポイントでありまして、か

つ、北海道全般に言えるかどうかは別として、開

拓地的な特性ということですけれども、個別の土

地へのこだわりというのは比較的薄いということ

が言えると町長さんの話の中で出てまいりました。

そういった中で、町の駅前商店街の衰退あるい

は空き家の増加、それから豪雪による移動の困難

等が課題となってきたところに、一番大きなポイ

ントとしては、平成 年に、町で唯一有床であっ

た厚生病院の経済状況が厳しく立ち行かなくなり、

建て替えて無床の診療所とすることが望ましいと

いう判断になったこと、また医療機能や福祉機能

をどう維持するのか、関係施設間での連携の強化

が急務となったことで、それをきっかけとして医

療、福祉のみならず、町の課題全般を扱う、町民

が主体となって参加できる議論の場をいろいろな

形で開催してきたということであります。

具体的には、町民勉強会を開くとか、あるいは

見学ツアーでいろいろな先進事例を学んでくると

いうことがありますし、ワークショップの事例で

すけれども、町民が自ら、町の課題の優先付けや

費用分析を行うということが相当程度行われたと

いうことです。具体的には、「つながる塾」という

ような、この計画の策定のための会議をワークシ

ョップ的に展開するというようなことが行われて

おりまして、その中で厚生病院の機能を引き継ぐ

診療所の設置に関する具体的な方向性、あるいは

ポイントとなる旧中学校跡地の有効な活用方法と

いうことについての議論がかなり積極的に行われ

ているということであります。

この中学校跡地を一つの核としながら、『歩いて

暮らせるまちづくり』、特に高齢者の方や車が使え

ない方についてはおおむね半径 メートル以内

の所に必要な施設やサービスを集約しながら、そ

こに住んでいただき、そのために市街地の空き家

への居住のための改修措置を町が支援するという

ようなことも、今後予定されてございます。また、

中学校の跡地の活用としては、まず広い敷地を有

効に活用して、どう医療・福祉関係施設をつくる

のか、高齢者福祉施設と高齢者医療のための施設

ということに加えて、多目的な広場とか住宅や交

流施設等、あるいは今まだ議論が続いているとい

うふうに聞いておりますが、商業施設についても

ある程度、そこに集められないかというようなこ

とを検討しつつ、この地域での中心的な機能を担

う場所をつくるということです。

一方で、玉突き的にといいますか、お年寄りが

郊外から中心部に移ってこられた場合に、その郊

外の所はできるだけ、車が使える若い方が住み、

さらに空き家ができるようであれば、先ほど申し

ましたように、むしろ耕地の拡大につなげること

も視野に置きながら、この町を徐々にコンパクト

化していくというようなことを進めているといっ

た状況であります。

何回か申し上げている『小さな拠点』というこ

とについてですが、国土交通省としても、この取

り組みのための事例集やガイドブックの公表や、

モニター調査、フォーラムの開催ということをや

ってございます。交通ネットワークの形成等と相

まって複数の生活サービスを歩ける範囲に集める

ということで、生活を支える拠点を構築する取り

組みということです。

これに関して、この国会で地域再生法の一部改

正の法律案が審議され、可決成立をしております。

『小さな拠点』の法制化ということになりますけ

れども、地域再生拠点というものを形成し、まず、

その中心エリアを整備するとともに、その地域に

ついて集落生活圏を整備していくというのが、こ

の法律の中身になりまして、そのための地域再生

土地利用計画を策定し、その計画に沿って行われ

る農地転用ですとか、開発許可の特例を設けると

いうようなことが内容として盛り込まれていると

ころであります。

小さな拠点の具体的な事例ということで、二つ

ほど掲げています。一つが県による中山間地域の

拠点形成を支援している事例ということで、高知

県の事例がございます。高知県は森林面積の割合

が全国で最も高く、急峻で深い山々におおわれて
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いるということから、県全体として中山間地域の

人口減少、高齢化が著しいということがありまし

て、県ぐるみの課題として、まず県庁内の組織体

制を強化するということで、中山間地域対策のた

めの中山間地域対策課というのを県庁内に新設す

るとともに、各地域を担当する職員を配置するこ

とによって、『集落活動センター』ということを県

主導で推し進めていくというようなことをやって

おります。今年の 月の時点で カ所の『集落活

動センター』ができておりまして、それぞれを実

施主体として、その地域の中の組織づくりが行わ

れてきているということと、それを県が開所から、

当初の運営を最大 年間支援するといった仕組み

を取っているところでございます。

この『集落活動センター』を中心に、近隣集落

同士が連携して、住民が主体となって地域外の人

材も活用しながら、旧小学校程度の広がりで生活、

福祉、防災等の諸活動に総合的に取り組む仕組み

ということでございます。

具体的に、その第 号が、本山町の汗見川とい

う所だったわけですけれども、ここにつきまして

は、集落はその地域で 集落、人口は合わせても

人、一方で地域全体の高齢化率も ％と高い

ということで、廃校となった小学校を改修した宿

泊兼体験交流施設というのをこの拠点施設として

位置付けて、そこを中心としながら、路線バスの

運行時刻も見直しを行いつつ、赤シソだとか、鹿

肉という加工品の製造販売、また手打ちそばを開

発するというようなことで産業おこしをする。一

方で、生活支援、買い物支援や見守り活動につい

ても取り組む、それから、あと防災関係の活動に

取り組むというようなことを総合的に、この『集

落活動センター』を中心として行っているといっ

た事例でございます。

一方、同じ中国・四国地方の岡山県新見市の哲

西町という、広島県境にある、まさに中国山地の

ただ中にある町でございますが、ここの地域は平

地が少ない山あいに、小さな集落が点在しており

ますので、その地域をまとめていくのが、特にこ

の人口減少局面において難しい地域ということが

言えようかと思います。その中で、平成 年に岡

山県新見市として合併した旧哲西町という町は、

平成 年の段階で、まず道の駅を整備することか

ら始まり、その道の駅の隣接地に当時でいえば町

の庁舎を、今は分庁舎となっておりますけれども、

整備しました。長期的に住民にとって真に必要な

施設をどうやってつくっていくかということで、

中学生以上の全住民対象のアンケートを実施して、

医療施設、文化施設と、町の行政の施設を合わせ

て一体的に整備しました。文化施設という意味で

は図書館、文化ホール、生涯学習センターがあり、

医療という意味では診療所－内科と歯科－、保健

福祉センターがあり、そういうものが一体的に配

置される形で、また防災センターとしての機能も

併せ持つという、全国的にも類を見ない施設と言

えるかと思います。複合施設『きらめき広場』と

呼ばれておりますけれども、そういうものが完成

され、また隣接する道の駅と一体となった形で地

域の拠点機能を備えるということができていると

いった事例でございます。

現時点では、この運営につきまして、 法人が

管理の一部を受託する形で、さまざまな団体、組

織と連携を図りながら、地元主体の取り組みが図

られているということでございまして、合併後の

新見市を構成する一つの重要な拠点として活動が

図られているといった事例でございます。

以上例示しました人口減少下での土地利用に向

けた取り組みということで、三つ、大きく共通し

ているポイントというのを整理致しますと、①長

期的な視野を持って都市や地域のビジョンを描い

ている、また、②自治体が住民との積極的な対話

とか、連携を行いながら、ニーズを最大限把握す

るように努めるなど、住民と向き合いながらまち

づくりが進められている、それから、③公共交通

や福祉をはじめとする他の取り組みとも連動させ

ながら、都市や地域のビジョンに沿って土地利用

に関する取り組みが進められている、といった

点が挙げられようかと思っております。

第 部第 章 自然災害の発生の可能性を踏まえた

土地利用①

次にテーマ章の二つ目でありますけれども、『自

然災害の可能性を踏まえた土地利用』ということ

で、資料の ページをご覧いただければと思いま

す。

自然災害の発生の可能性を踏まえた土地利用と

いうことでいいますと、冒頭にも申しましたよう

に、災害の多発化また激甚化というような状況が

ございまして、その一つの典型がまさに平成 年
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いるということから、県全体として中山間地域の

人口減少、高齢化が著しいということがありまし

て、県ぐるみの課題として、まず県庁内の組織体

制を強化するということで、中山間地域対策のた

めの中山間地域対策課というのを県庁内に新設す

るとともに、各地域を担当する職員を配置するこ

とによって、『集落活動センター』ということを県

主導で推し進めていくというようなことをやって

おります。今年の 月の時点で カ所の『集落活

動センター』ができておりまして、それぞれを実

施主体として、その地域の中の組織づくりが行わ

れてきているということと、それを県が開所から、

当初の運営を最大 年間支援するといった仕組み

を取っているところでございます。

この『集落活動センター』を中心に、近隣集落

同士が連携して、住民が主体となって地域外の人

材も活用しながら、旧小学校程度の広がりで生活、

福祉、防災等の諸活動に総合的に取り組む仕組み

ということでございます。

具体的に、その第 号が、本山町の汗見川とい

う所だったわけですけれども、ここにつきまして

は、集落はその地域で 集落、人口は合わせても

人、一方で地域全体の高齢化率も ％と高い

ということで、廃校となった小学校を改修した宿

泊兼体験交流施設というのをこの拠点施設として

位置付けて、そこを中心としながら、路線バスの

運行時刻も見直しを行いつつ、赤シソだとか、鹿

肉という加工品の製造販売、また手打ちそばを開

発するというようなことで産業おこしをする。一

方で、生活支援、買い物支援や見守り活動につい

ても取り組む、それから、あと防災関係の活動に

取り組むというようなことを総合的に、この『集

落活動センター』を中心として行っているといっ

た事例でございます。

一方、同じ中国・四国地方の岡山県新見市の哲

西町という、広島県境にある、まさに中国山地の

ただ中にある町でございますが、ここの地域は平

地が少ない山あいに、小さな集落が点在しており

ますので、その地域をまとめていくのが、特にこ

の人口減少局面において難しい地域ということが

言えようかと思います。その中で、平成 年に岡

山県新見市として合併した旧哲西町という町は、

平成 年の段階で、まず道の駅を整備することか

ら始まり、その道の駅の隣接地に当時でいえば町

の庁舎を、今は分庁舎となっておりますけれども、

整備しました。長期的に住民にとって真に必要な

施設をどうやってつくっていくかということで、

中学生以上の全住民対象のアンケートを実施して、

医療施設、文化施設と、町の行政の施設を合わせ

て一体的に整備しました。文化施設という意味で

は図書館、文化ホール、生涯学習センターがあり、

医療という意味では診療所－内科と歯科－、保健

福祉センターがあり、そういうものが一体的に配

置される形で、また防災センターとしての機能も

併せ持つという、全国的にも類を見ない施設と言

えるかと思います。複合施設『きらめき広場』と

呼ばれておりますけれども、そういうものが完成

され、また隣接する道の駅と一体となった形で地

域の拠点機能を備えるということができていると

いった事例でございます。

現時点では、この運営につきまして、 法人が

管理の一部を受託する形で、さまざまな団体、組

織と連携を図りながら、地元主体の取り組みが図

られているということでございまして、合併後の

新見市を構成する一つの重要な拠点として活動が

図られているといった事例でございます。

以上例示しました人口減少下での土地利用に向

けた取り組みということで、三つ、大きく共通し

ているポイントというのを整理致しますと、①長

期的な視野を持って都市や地域のビジョンを描い

ている、また、②自治体が住民との積極的な対話

とか、連携を行いながら、ニーズを最大限把握す

るように努めるなど、住民と向き合いながらまち

づくりが進められている、それから、③公共交通

や福祉をはじめとする他の取り組みとも連動させ

ながら、都市や地域のビジョンに沿って土地利用

に関する取り組みが進められている、といった

点が挙げられようかと思っております。

第 部第 章 自然災害の発生の可能性を踏まえた

土地利用①

次にテーマ章の二つ目でありますけれども、『自

然災害の可能性を踏まえた土地利用』ということ

で、資料の ページをご覧いただければと思いま

す。

自然災害の発生の可能性を踏まえた土地利用と

いうことでいいますと、冒頭にも申しましたよう

に、災害の多発化また激甚化というような状況が

ございまして、その一つの典型がまさに平成 年

 

月の東日本大震災ということであったと思いま

す。このところもいろいろな噴火災害などがござ

いますけれども、自然災害の発生により多くの被

害がもたらされるということ、特に東日本大震災

を契機に一つ明らかになっていますことが、イン

フラ整備のみの災害対策では限界があるというこ

とで、特に日常の住まい方を含めたソフト面での

災害対策の重要性が強く意識されてきているとい

ったところかと思います。今後も大規模な自然災

害の発生の可能性が高いということから、危険性

の高い地域において災害に関するリスクの土地情

報の共有や、土地利用の規制や誘導がどう図られ

るか、また、それとあわせて住民との連携による

防災に資する空間の確保ということが進められる

ということが非常に重要になってきているといっ

たことで、まずは、その前提となる自然災害のリ

スクについて説明しています。

まず今後 年以内に南海トラフにおいてマグニ

チュード から クラスの地震が、また首都圏に

おいてマグニチュード クラスの地震が ％程度

の確率で発生することが想定されています。また、

時間降水量が ミリ、 ミリを超えるような降

雨の発生頻度が経年的に増加してきているといっ

たことが、現状を表す数値として挙げられると考

えております。

施策面ということでいえば、土地の災害特性に

応じた安全な利用の推進を図るということで、一

つは昨年の 月に発生した広島県広島市での土砂

災害において、土砂災害警戒区域等の指定や、そ

の基礎調査がなされていない地域が多く、その住

民等に土砂災害の危険性が十分伝わってなかった

といった課題を踏まえて、本年 月に土砂災害警

戒区域等における土砂災害防止対策の推進に対す

る法律の一部を改正する法律が施行されました。

その中で、都道府県に対し基礎調査の結果の公表

が義務付けられました。重要なのは、都道府県が

住民等に早期に土砂災害の危険性を周知するとい

うことが求められるという点です。

もう一つ、土地・建設産業局的な切り口になり

ますけれども、不動産取引に係る情報の集約、提

供ということです。これまで価格等の情報につい

ては集約されておりましたけれども、法令の制限、

ハザードマップ、過去の土地利用や災害履歴等の

売り主もなかなか把握できない当該地域に関する

情報というのが、国や地方の行政機関をはじめと

するさまざまな機関に分散しており、どうしても

消費者に速やかに十分な情報提供をするのが難し

いということから、この点につきまして、各所に

分散している不動産取引に必要な防災関連情報や

履歴情報を、効率的に集約して一覧性をもって宅

地建物取引業者に提供する不動産総合データベー

スというものを、現在、市場インフラとして導入

するための検討に取り組んでいます。具体的に災

害リスクに関する情報をどうやってデータベース

に集約化するかというのが、検討の方向というこ

とにはなると思っております。プロトタイプシス

テムが昨年度に構築されましたので、具体的に本

年度は、横浜市内の物件を対象に試行運用を行い

たいと考えております。

またこのほか、災害リスク関係の施策としては、

国土調査法に基づく地籍調査の推進も重要であり

ますし、また同じ国土調査法に基づく土地分類基

本調査も、白書の中で紹介させていただいている

ところであります。

次に各地における具体的な取り組みというとこ

ろですが、まず、神奈川県茅ヶ崎市の事例でござ

います。茅ヶ崎は、もともと半農半漁と言いまし

ょうか、漁業集落的な成り立ちの、木造戸建て住

宅の密集立地がございます。そういう中で、火災

時に延焼の危険性もありますし、最近は地震によ

る地域危険度の測定ということがかなり重要なテ

ーマにならざるを得ない状況ということになりま

す。そういうことで、火災時の延焼の危険性と、

地震発生時の建物の倒壊の危険性だとか、そのと

きに車両がどうやって通過できるのか、道路がふ

さがらないか等を、まず地域危険度測定というこ

とで測定をして、今度は結果を市の職員が各自治

会を直接訪問する形でかなり具体的に説明してい

くということをやられまして、そこからさらに、

地震による地域危険度測定等の情報を電子化して

機能とか、カメラ機能と連動させることによっ

て、具体的に町を歩きながら、実際の町の風景と

照らし合わせつつ、これだけの浸水の危険がある

とか、火災時の危険があるとか、そういうことが

目に見える形で示されるということです。資料に

は浸水時のイメージを載せていますが、そういう
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ものを開発して、それを具体的な、地域の中の防

災活動と一体化させることによって、地域ごとの

『まちあるき』を実施しています。住民自らがア

プリを用いることによって災害リスクを発見、再

確認するということと、中高生等にも参加を求め

つつ、その自治会の中での具体的な地域での防災

活動に地域ぐるみで取り組むきっかけとして用い

ているということであります。

また具体的に、これを一つの契機として、平成

年以降、地域での災害リスクについての話し合

いや実地調査を行う防災まちづくりのワークショ

ップというようなことも実施されており、その際

にも、このワークショップの中でもこのアプリが

活用されているといったことを紹介させていただ

いているところでございます。

それから今度は土地利用の規制誘導という側面

ですけれども、土地は公共性の高い資源でありま

して、個人の権利と公共の利益のバランス、両立

を図るということが非常に重要になるわけです。

また規制誘導という意味では、建築基準法、ある

いは地すべり防止法、急傾斜地の防止対策という

ことで、いろいろな法律に基づく施策もございま

すけれども、同時に、意識調査を行いますと、国

民の土地利用制限に対しての意識というのがかな

り高まってきているという現状がございます。

そういう中で、かなり古くからの事例では、名

古屋市の取り組みでありますけれども、伊勢湾台

風での甚大な被害、また過去数度にわたる高潮被

害を契機として、戦後の経済復興の中で災害の危

険性の高い土地に多くの人が居住していることが

被害拡大の要因として認識されたということがあ

るわけでございます。そういう中で、昭和 年に

名古屋市臨海部防災区域建築条例が制定されまし

て、この中で具体的に臨海部の地域を災害危険地

域に指定するとともに、 種類の区域がございます

けれども、各区域の特性に応じて、建築物に関す

る規制を定める。例えば、第 種区域では、防潮

壁よりも海側にございますので、そういう所では

原則として木造住宅の建築を禁止する、また 階

の床の高さを名古屋港の基準面からの高さ メ

ートル以上とするということを義務付ける、こう

いうことに見られますように、当初は 種類あっ

たようですけれども、 種類の区域についてそれぞ

れ、建築物の規制等を行うということをやってお

られる事例であります。

次に、東日本大震災からの復興について、ここ

では宮城県東松島市についてご紹介致します。白

書本文ではこのほか、宮城県女川町等も取り上げ

ております。

東松島市は、津波被害が甚大であった市街地ま

たは集落を七つの移転促進区域に指定し、その中

で内陸側の丘陵地または既存市街地周辺に七つの

住宅団地を整備するという取り組みをされていま

す。平成 年 月に土地利用基本計画を作成さ

れて、具体的に、土地利用転換型だとか、用途機

能混在型等に分類する形で、移転元地をどう活用

するかということをやっておられる事例でありま

す。

その中で、ここに二つ取り上げておりますけれ

ども、大曲浜という地域については、従前、『第一

種住居地域』だった所を『工業地域』に用途変更

して、土地区画整理事業を行って、土地の集約・

整序化を図り、企業用地や都市公園として整備す

るということをやられた事例であります。

もう一つは、牛網・浜市地区ということで、従

来は農漁村の集落の地域だったわけですけれども、

そこを一団の土地の客土を行い、畑地として造成

し、そこを地元の農業生産法人 法人に貸し付け、

この 法人が ヘクタールを農地として再生して

生産するということに具体的に取り組まれている

事例であります。もともとの集団移転元地を農業

用地として再生しているという事例になります。

第 部第 章 自然災害の発生の可能性を踏まえた

土地利用②

それから、複数主体連携による空間の確保とい

うことについて、取り上げているのですけれども、

自然災害が発生した際に必要となる避難場所や避

難路、それから備蓄倉庫等の空間を地域の住民、

事業者、それから地権者等の連携により確保する

取り組みということであります。資料の ページ

でございます。具体的に、そういう際に空き地の

望ましい利活用の方法ということでも、クローズ

アップされているというようなことを取り上げさ

せていただいております。

その具体例ということで、まず長崎市の例であ

ります。ここは言うまでもありませんけれども、

非常に平地が狭い坂の町でございまして、その中



土地総合研究 2015年秋号 127

 

ものを開発して、それを具体的な、地域の中の防

災活動と一体化させることによって、地域ごとの

『まちあるき』を実施しています。住民自らがア

プリを用いることによって災害リスクを発見、再

確認するということと、中高生等にも参加を求め

つつ、その自治会の中での具体的な地域での防災

活動に地域ぐるみで取り組むきっかけとして用い

ているということであります。

また具体的に、これを一つの契機として、平成

年以降、地域での災害リスクについての話し合

いや実地調査を行う防災まちづくりのワークショ

ップというようなことも実施されており、その際

にも、このワークショップの中でもこのアプリが

活用されているといったことを紹介させていただ

いているところでございます。

それから今度は土地利用の規制誘導という側面

ですけれども、土地は公共性の高い資源でありま

して、個人の権利と公共の利益のバランス、両立

を図るということが非常に重要になるわけです。

また規制誘導という意味では、建築基準法、ある

いは地すべり防止法、急傾斜地の防止対策という

ことで、いろいろな法律に基づく施策もございま

すけれども、同時に、意識調査を行いますと、国

民の土地利用制限に対しての意識というのがかな

り高まってきているという現状がございます。

そういう中で、かなり古くからの事例では、名

古屋市の取り組みでありますけれども、伊勢湾台

風での甚大な被害、また過去数度にわたる高潮被

害を契機として、戦後の経済復興の中で災害の危

険性の高い土地に多くの人が居住していることが

被害拡大の要因として認識されたということがあ

るわけでございます。そういう中で、昭和 年に

名古屋市臨海部防災区域建築条例が制定されまし

て、この中で具体的に臨海部の地域を災害危険地

域に指定するとともに、 種類の区域がございます

けれども、各区域の特性に応じて、建築物に関す

る規制を定める。例えば、第 種区域では、防潮

壁よりも海側にございますので、そういう所では

原則として木造住宅の建築を禁止する、また 階

の床の高さを名古屋港の基準面からの高さ メ

ートル以上とするということを義務付ける、こう

いうことに見られますように、当初は 種類あっ

たようですけれども、 種類の区域についてそれぞ

れ、建築物の規制等を行うということをやってお

られる事例であります。

次に、東日本大震災からの復興について、ここ

では宮城県東松島市についてご紹介致します。白

書本文ではこのほか、宮城県女川町等も取り上げ

ております。

東松島市は、津波被害が甚大であった市街地ま

たは集落を七つの移転促進区域に指定し、その中

で内陸側の丘陵地または既存市街地周辺に七つの

住宅団地を整備するという取り組みをされていま

す。平成 年 月に土地利用基本計画を作成さ

れて、具体的に、土地利用転換型だとか、用途機

能混在型等に分類する形で、移転元地をどう活用

するかということをやっておられる事例でありま

す。

その中で、ここに二つ取り上げておりますけれ

ども、大曲浜という地域については、従前、『第一

種住居地域』だった所を『工業地域』に用途変更

して、土地区画整理事業を行って、土地の集約・

整序化を図り、企業用地や都市公園として整備す

るということをやられた事例であります。

もう一つは、牛網・浜市地区ということで、従

来は農漁村の集落の地域だったわけですけれども、

そこを一団の土地の客土を行い、畑地として造成

し、そこを地元の農業生産法人 法人に貸し付け、

この 法人が ヘクタールを農地として再生して

生産するということに具体的に取り組まれている

事例であります。もともとの集団移転元地を農業

用地として再生しているという事例になります。

第 部第 章 自然災害の発生の可能性を踏まえた

土地利用②

それから、複数主体連携による空間の確保とい

うことについて、取り上げているのですけれども、

自然災害が発生した際に必要となる避難場所や避

難路、それから備蓄倉庫等の空間を地域の住民、

事業者、それから地権者等の連携により確保する

取り組みということであります。資料の ページ

でございます。具体的に、そういう際に空き地の

望ましい利活用の方法ということでも、クローズ

アップされているというようなことを取り上げさ

せていただいております。

その具体例ということで、まず長崎市の例であ

ります。ここは言うまでもありませんけれども、

非常に平地が狭い坂の町でございまして、その中

 

で、都市が拡大するとともに、従前農地であった

斜面地に住宅が建設されたということから、斜面

の市街地となっており、よく長崎で聞きますのは、

「自転車の乗りにくい町」ということですけれど

も、より重要なこととして、斜面地で自動車が進

入できない細い道路がたくさんあり、また階段道

もだいぶあるということで、この急速な人口減と

高齢化の中で空き家の問題が顕在化してきたとい

うことがあったようであります。

その中で、老朽危険空き家の対策事業のスキー

ムとして、市がとられました方法が、極めて危険

な老朽空き家を対象として、土地建物を市に寄付

していただいて、それを条件に市が空き家を除却

して、その跡地活用を市と地域住民が協議、決定

の上で行う、また、その地域住民が日常の維持管

理を行うということです。これは市と自治会が無

償貸借契約を行うという形でありますけれども、

その中で、この跡地活用というのを、広場、公園

等による空き地の創出を行うとか、あるいは通路

の拡幅ということで防災性を増す、さらに消防用

のホースの格納などということで、地域の防災性

向上に非常に寄与しているということがいわれて

ございます。

平成 年までの除却実績としまして、実施済み

件、申し込みは 件だったということで、必

要なものに絞って実施する、その前に、条件が整

わない、特に土地建物の権利関係で寄付ができな

い場合について、まず市が相続人の探索や相続人

への事業説明を行うなどの工夫をするということ

になりますけれども、その条件が整った所、ある

いは緊急性の高い所について事業を進めていくと

いうことでございます。

また、この申し込み内容そのものがデータ化さ

れておりますので、不採択案件の情報も複数の部

局で情報共有しながら、具体的な空き家の適正管

理に関する条例の中で除却費の補助金の活用だと

か、除却に向けた指導を、この取り組みの外でも

いろいろな形で行っているといったことでありま

す。

もう一つはうまくハザードマップ、地域防災マ

ップを住民の参加の下で作成されて、それをまた

全世帯に配布するというような取り組みも行って

おられます。

それから、マンション等の民間住宅における事

例ということであります。津波や風水害といった

災害に対して、マンションなどの堅固な中高層の

民間住宅が、そこに暮らす住民の方はもちろんで

ありますけれども、地域全体にとって重要な避難

等の場所になり得るということがいわれておりま

す。そういった中で、具体的にアンケートの結果

として『一時避難場所としての共有スペースや屋

上の開放』、『地域での救援活動、救出活動、収容

避難場所等へのマンション住民の参加』というよ

うなことがマンション施設や設備において、管理

組合と町内会が連携できる可能性がある事項とし

ても挙げられているところであります。

その一つとして、大阪市の例なのですけれども、

『防災力強化マンション』認定制度というのが創

出され、これは、一つはハード面で、耐震性や耐

火性が高い災害に強い良質なマンションの整備を

誘導する。もう一つはソフト面での取り組みとい

うことで、具体的に防災アクションプランの制定

を、それぞれのマンションに求めて、その中で災

害時に一定期間、周辺住民に開放できること等の

地域貢献の項目も盛り込みました。また非常時の

食料や生活用水とか、一時避難場所の確保という

ものを行うということも、この認定の要素として

取り入れているというようなことをやっておられ

まして、こういうハード、ソフトの両面からの防

災性能に優れたマンションの認定ということで、

平成 年 月末現在ですけれども、 件、

戸についての認定が行われているということでご

ざいます。

民間事業者にとっても災害に強いマンションと

して、入居希望者にアピールできるという非常に

いい利点がありますし、物件によっては住宅ロー

ンの金利の引き下げにもつながるというようなこ

とを一部取り込んでいるというようなことも聞い

ております。

また、『マンション居住者と地域住民の良好なコ

ミュニティ形成』というのが重要な要素となって

います。一般的にはマンションの建設の際の地域

住民の反対があったり、地域とマンションの連携

が図られないと言われていますが、この事例では、

避難者の受け入れや地域連携を通じた地域でのコ

ミュニティの形成ということでも、非常に大きな

役割を果たしているというふうに聞いております。

それから最後になりますけれども、商業地にお
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ける取り組みということで、ここでは「大丸有地

区」、大手町・丸の内・有楽町地区の事例を取り上

げさせていただいております。オフィス地権者の

連携によって、帰宅困難者用のスペースや備蓄倉

庫等を確保したということです。 万人を超える

従業者がこの地域に勤務しており、またビジネス

来訪者や、商業施設への来客者、観光客、それか

ら鉄道利用者も非常に多いということで、災害が

平日の 時に発生した場合、帰宅困難者約は 万

人、休日であれば 万人というようなことがいわ

れております。

そういうことで、この既存の地権者等の連携の

枠組み、ここでいえば、中心になるのが三菱地所

さんになりますけれども、千代田区帰宅困難者対

策地域協力会の、「東京駅周辺防災隣組」というも

のが設立されております。この防災隣組が自主防

災組織として、千代田区の防災備蓄倉庫の管理を

行うということをやられておりますし、また災害

時の帰宅困難者の受け入れに関する協定を区との

間で締結され、さらに、区と共同で帰宅困難者の

支援対策のための訓練、外国人の帰宅困難者を対

象とした避難訓練も行われておりまして、そうい

う意味で、国際的な評価のアップ、競争力の向上

ということにもつなげてきている事例であります。

二つ目のテーマのまとめになりますけれども、

災害に対する事例ということでは、自治体と住民

との間で密にコミュニケーションを図りながら、

土地情報の整備、発信や、土地利用の規制、誘導

といった複数の施策を有効に組み合わせて、安全

な地域づくりを総合的に推進し、また、有事を見

据えて、平時からの連携を図るということで、防

災以外の観点を含めた地域価値の向上への取り組

みを実施しているということが、今いくつか挙げ

ました成功事例の特徴です。白書本体ではほかに

も、地域の事例をいくつか取り上げておりますの

で、ご覧いただければと思います。

第 部・第 部 土地に関する基本的な施策

最後に第 部、第 部ということですが、先ほ

ど、ちょっと空き家のところだけ申し上げました

けれども、昨年度講じた施策、今年度講じようと

する施策についても、ラインアップが並んでおり

ますので、ご参照いただければありがたいと思っ

ております。以上でございます。


